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１．これまでの事故対応状況（経緯）

⚫ 令和７年５月の新屋浜風力発電所のブレード破損事故を踏まえ、経済産業省は、設置者（さくら風力

株式会社）に対し、原因究明や再発防止等を求めるとともに、事故機と同型の風車の設置者に対し、メ

ンテナンス事業者（株式会社日立パワーソリューションズ）が進める緊急点検への協力要請を実施。

⚫ 原因究明と再発防止策については、さくら風力株式会社は、株式会社日立パワーソリューションズ等と、

事故調査委員会を立ち上げ、検討を進めてきた。

⚫ 同型機の緊急点検については、一通り完了し、現在、再点検や補修を実施中。
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２．事故原因及び今後の対応（設置者、メンテナンス事業者）

●事故原因

• ブレードに設置されていた中間レセプター及びそれとダウンコンダクターを繋ぐC形金属が取り外さ
れる前の落雷で損傷を受け、損傷が拡大し折損に至った、と推定されるとのことであった。

• ブレード内部において、CFRP製スパーキャップ部と、ダウンコンダクター及びそれに接続されたC
形金属が、電気的に接続されていない構造であったことから、被雷時にそれらの間で大きな電位差
が生じ、放電が発生し、損傷が生じた、と推定されるとのことであった。

• 損傷箇所は点検の範囲外であり、保守会社は、その後のブレード点検において、被雷による損傷や
積層部の剥がれが拡大・進展していることを見つけ出せなかったため、損傷は修繕されず、その後
の長期間運用により拡大し、ブレードの強度が低下し、折損に至った、とのことであった。

●今後の対応（設置者）

• 当該風力発電所は、可及的速やかに撤去し事業を廃止する、との考え。

●今後の対応（メンテナンス事業者）

• 事故機と同じCFRPブレードを持つ同型風車に落雷検出装置を新設し、通常検出する電荷量と電流値
に加えて、電流変化率di/dtの検知機能を追加し、落雷検出能力を強化する、との考え。

• 落雷で風車が停止した後は、ブレ―ドの非破壊検査を行い損傷の有無を確認する、との考え。

• 保守会社とメーカー間の情報共有を密に行う体制を確立し、未経験な事象や不具合事象に対しては、
保守会社とメーカーの間で協力して解決を試みる、との考え。
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① 事故原因と推定された構造と同様の構造を有する風車の調査及び安全確保に向けた対応

既存の風力発電所について、事故機と同様のダウンコンダクター等とCFRPが電気的に接続されてい
ない構造のブレードの使用の有無等を確認するため、風車の設置者や他メーカーへの聞き取りを行
うべきではないか。その上で、それらの結果を踏まえ、必要に応じて、安全確保に向けた対応を行
うべきではないか。

② 事故原因を踏まえた発電用風力設備の技術基準の解釈についての明確化

雷撃からの保護に関するブレード内部の構造（ダウンコンダクター等とCFRPの電気的接続）につい
て、「発電用風力設備の技術基準の解釈」（20140328商局第1号）の記載の明確化を検討すべき
ではないか。

③ 事故原因を踏まえた定期自主検査方法の解釈についての明確化

ブレード内部の点検においてアクセス困難な箇所では、ダウンコンダクターのみではなく、ブレー
ドの内部全体を検査範囲として、「電気事業法施行規則第９４条の３第１号及び第２号に定める定
期自主検査の方法の解釈」（20230310保局第2号）において明確化を検討すべきではないか。

④ ブレードの複合材内部の損傷を点検する技術的方法の検討

外観からは必ずしも分かり得ないブレードの複合材内部の損傷を点検する最適な技術的方法を検討
すべきではないか。

⑤ 事故原因等に関する保安上の知見の横展開

事故の原因分析等により得られた保安に関する知見等について、業界団体等と協力して、横展開・
情報共有していくべきではないか。

３．設置者からの事故原因等の報告を踏まえた国の対応（案）
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（参考１）電気事業法上の技術基準①（発電用風力設備）
第23回電気設備自然災害等対策ワーキンググループ

（2025年6月18日開催）資料1-1抜粋
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（参考２）電気事業法上の技術基準②（発電用風力設備）

第23回電気設備自然災害等対策ワーキンググループ
（2025年6月18日開催）資料1-1抜粋
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（参考３）電気事業法上の技術基準③（発電用風力設備）

第23回電気設備自然災害等対策ワーキンググループ
（2025年6月18日開催）資料1-1抜粋
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（参考４）電気事業法上の技術基準④（発電用風力設備）
第23回電気設備自然災害等対策ワーキンググループ

（2025年6月18日開催）資料1-1抜粋
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第23回電気設備自然災害等対策ワーキンググループ
（2025年6月18日開催）資料1-1抜粋

（参考５）電気事業法上の定期自主検査義務①
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第23回電気設備自然災害等対策ワーキンググループ
（2025年6月18日開催）資料1-1抜粋

（参考６）電気事業法上の定期自主検査義務②
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第23回電気設備自然災害等対策ワーキンググループ
（2025年6月18日開催）資料1-1抜粋

（参考７）電気事業法上の定期安全管理審査義務
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第23回電気設備自然災害等対策ワーキンググループ
（2025年6月18日開催）資料1-1抜粋

（参考８）電気事業法上の保安規程義務
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